
（３）子ども・子育て支援の取組みについて 

【民間放課後児童クラブ活用事業】 

●民間放課後児童クラブ運営費補助事業者の公募について 

１ 目的 

本市では、「すくすく大分っ子プラン」に基づき、放課後児童健全育成事業（児童育成

クラブ）に係る提供体制の充実に努めているが、学童保育の利用ニーズが急激に高まる中、

既設クラブの提供体制が不足し、学校敷地内での施設確保が困難な校区において、受入体

制の拡充を図るため、新たなクラブを設置し運営する事業者を公募する。 

 

２ 事業の概要 

南大分、豊府、明治の３小学校に就学する児童を対象とした放課後児童健全育成事業を

実施する事業者に対し運営費の補助を行う。 

 

３ 事業者の選定方法 

①公募型プロポーザル方式 

②本市民間放課後児童クラブ運営費補助事業者選定委員会の評価に基づき市長が決定 

③選定は、審査基準に基づき書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングによる審査 

 

４ 日程等 

【募集期間】平成２８年１２月１４日～平成２９年１月２３日 

【審査】 平成２９年１月３０日 

【事業者の決定】平成２９年２月１日   

【事業の開始】平成２９年４月１日 

 

５ 児童育成クラブの現状 

 ■児童数の推移               ■利用率の推移 
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「ファザーリング全国フォーラム in おおいた」開催要綱（案） 

 

１ 趣 旨 

  近年、核家族化や共働き家庭の増加、地域のつながりの希薄化などにより、子育

て環境がより厳しくなる中、男性の育児参画の重要性がより一層高まっているとと

もに、育児に積極的に関わりたいと考える男性が増加傾向にある。 

大分県は「６歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児関連時間」を「おおいた子

ども・子育て応援プラン（第３期計画）」の主要指標の一つに掲げ、男性の育児参

加促進に取り組んできたところであり、全国最下位（平成１８年度）から全国７位

（平成２３年度）まで上昇した。 

しかしながら、依然として、家事・育児における妻の役割は極めて高く、男性の

育児参画への意識啓発のほか、長時間労働の是正などの働き方の見直しや、固定的

性別役割分担意識の見直しなどに積極的に取り組んでいくことが求められる。 

このため、「ファザーリング全国フォーラム in おおいた」を開催し、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進、男性の育児参画の推進、女性の活躍の推進など、「子育て

も仕事もしやすい環境づくり」を促進し、ひいては、「子育て満足度日本一」の実

現を通じて、一人ひとりの子どもが健やかに生まれ育つことができる社会を目指す

もの。 

 

２ 主 催 

ファザーリング全国フォーラム in おおいた実行委員会 

ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン九州、 

おおいたパパくらぶ、おおいたおやじネットワーク、大分市、大分県※ 

    ※大分県 福祉保健部 …… こども未来課 

         生活環境部 …… 県民生活・男女共同参画課 

商工労働部 …… 雇用労働政策課 

          

３ 期 日 

  平成２９年６月１６日（金）・１７日（土） 

 

４ 会 場 

  ホルトホール大分（大分県大分市金池南１丁目５番１号） 

 

５ 開催内容（案） 

  開会式、分科会、メインシンポジウム・閉会式 
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　子どもの貧困対策に係る主な取組状況　子どもの貧困対策に係る主な取組状況　子どもの貧困対策に係る主な取組状況　子どもの貧困対策に係る主な取組状況

平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度

（国の動向）（国の動向）（国の動向）（国の動向） （県の取組状況）（県の取組状況）（県の取組状況）（県の取組状況） （本市の取組状況）（本市の取組状況）（本市の取組状況）（本市の取組状況）

「子どもの貧困対策に関する法律」

　目的：子どもの将来がその生まれ育った

　　　　  環境に左右されることのないよう、

　　　　  貧困の状況にある子どもが健やか

　　　  　に育成される環境を整備するとと

　　　　  もに、教育の機会均等を図るため、

　　　 　 子どもの貧困対策を総合的に推進

　　　　  する。

☆第１回「子どもの貧困対策会議」

　内容：子どもの貧困対策に関する大綱の

　　　　　作成方針を決定

☆第２回「子どもの貧困対策会議」

　内容：子どもの貧困対策に関する大綱を

　　　　　決定

「子どもの貧困対策に関する大綱」

　目的：すべての子どもたちが夢と希望を

　　　　　を目指し、子どもの貧困対策を総

　　　　　合的に推進する。

　　　　　

　重点施策：○教育の支援 ○生活の支援 「大分県子どもの貧困対策推進会議」

　　　　　　　　○保護者に対する就労の支援 

　　　　　　　　○経済的支援 　目的：県が取組むべき子どもの貧困対策

　　　　　について、総合的かつ効果的に施

　　　　　策を実施する。

　　　　　

☆第１回「子どもの貧困対策推進会議」

（H26.1.17施行）

（Ｈ26.4.4開催）

（Ｈ26.8.29開催）

（H26.8.29閣議決定）

　　　　　持って成長していける社会の実現

（H26.12.12設置）

（H26.12.12開催）



平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度

（国の動向）（国の動向）（国の動向）（国の動向） （県の取組状況）（県の取組状況）（県の取組状況）（県の取組状況） （本市の取組状況）（本市の取組状況）（本市の取組状況）（本市の取組状況）

「生活困窮者自立支援法」 「大分市生活困窮者自立支援対策

　目的：生活保護に至る前の段階の自立

　　　　  支援策の強化を図るため、生活 　目的：生活困窮者自立支援制度に関わる

　　　　　困窮者に対し、自立相談支援事 　　　　　職員の認識を深めていくとともに、

　　　　　業の実施、住居確保給付金の支 　　　　　関係部署における情報交換・情報

　　　　　給その他の支援を行うための所 　　　　　共有等を行い、庁内連携の強化を

　　　　　要の措置を講ずる。 　　　　　図る。

☆第３回「子どもの貧困対策会議」 「大分市子どもの貧困対策専門部会」

　内容：経済的に厳しい状況に置かれた 　目的：連絡調整会議の構成メンバーの

　　　　　ひとり親家庭・多子世帯等の自立 　　　　　うち、貧困家庭とその子どもに関

　　　　　を応援するため、支援を必要とす 　　　　　わりの強い関係課で専門部会を

　　　　　る家庭に対し、子育て、教育、生 　　　　　組織し、情報交換や情報共有を

　　　　　活、就業、住居、経済面などにつ　　 　　　　　図りながら、本市が現在取り組ん

　　　　　いて、支援の一層の充実を図る必 　　　　　でいる各種施策の整理を行うとと

　　　　　要性やその充実策の方向性として、 ☆第２回「子どもの貧困対策推進会議」 　　　　　もに、効果的な施策を検討する。

　　　　　各種施策を組み合わせて効果的 　関係課：

　　　　　に支援すること、財源確保を含め 　（福祉保健部） 子育て支援課、生活福祉課

　　　　　た政策パッケージを策定すること。 「大分県子どもの貧困対策計画（仮称）素案」 　　　　　　　 　　　 子ども保育課、健康課

　（教育部） 学校教育課、教育企画課

※パブリックコメントの実施 　　　　　　　  社会教育課、教育センター

☆第４回「子どもの貧困対策会議」 ☆第３回「子どもの貧困対策推進会議」 ☆第１回「子どもの貧困対策専門部会」

　内容：ひとり親家庭・多子世帯等の自立 　内容：専門部会の設置目的及び経過、

　　　　　を応援するとともに、児童虐待防 「大分県子どもの貧困対策推進計画」 　　　　　国や県の動向、本市の現状の取

　　　　　止対策の強化を図るため、「すべ 　　　　　り組み等

　　　　　ての子どもの安心と希望の実現 計画趣旨：子どもの貧困対策を総合的に

　　　　　プロジェクト」のとりまとめ。 　　　　　　　推進するための基本方針として ☆第２回「子どもの貧困対策専門部会」

　　　　　　　策定

①ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト 位置づけ：子どもの貧困対策の推進に関 　内容：これまでの国、県、市の取り組み、

↓
自治体窓口のワンストップ化の推進、 　　　　　　　道府県計画

子どもの居場所づくりや学習支援の充実など

②児童虐待防止対策強化プロジェクト 基本方針：国の大綱で定める重点施策で

↓ 　　　　　　　ある４つを支援の柱とし、具体

子育て世代包括支援センターの全国展開、 　　　　　　　的な施策を体系化

退所児童等のアフターケアなど

（H27.4.1施行） 連絡調整会議」（H27.4.1設置）

（Ｈ27.8.28開催） （H27.6.19設置）

（H27.11.17開催）

　　　　　また、子供の未来応援国民運動の （H27.12策定）

　　　　　推進や有識者会議の開催を決定。

(Ｈ27.12.21持回り開催) （H28.2.24開催） （H27.6.19開催）

（H28.3策定）

（H27.11.24開催）

　　　　　 　　　　　　　する法律第9条1項に定める都 　　　　　今後の取り組み(新規事業、情報の

　　　　　共有、連携の強化について)等

計画期間：平成28年度から平成32年度ま

　　　　　　　での5年間



平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

（国の動向）（国の動向）（国の動向）（国の動向） （県の取組状況）（県の取組状況）（県の取組状況）（県の取組状況） （本市の取組状況）（本市の取組状況）（本市の取組状況）（本市の取組状況）

◎「子供の未来応援国民運動」ホームページで

　本市が行っている支援事業等を公開

（Ｈ２８．４開始）

☆第３回「子どもの貧困対策専門部会」

　内容：これまでの国、県、市の取り組み、

　　　　　新規開始事業、情報の共有等

☆第１回「子どもの貧困対策有識者会議」 ☆第４回「子どもの貧困対策専門部会」

　内容：子どもの貧困の状況及び貧困対 　内容：国の大綱、県の推進計画、本市の

　　　　　策の実施状況、子どもの貧困対 　　　　　事業の比較等

　　　　　策関連予算、今後の進め方等

☆第５回「子どもの貧困対策専門部会」

☆第２回「子どもの貧困対策有識者会議」

　内容：国や県の動向、本市の子どもの貧

　内容：子どもの貧困対策に関する大綱 　　　　　困に関する施策の整理等

　　　　　における重点分野、ひとり親家庭

　　　　　の生活状況に関する調査等

　　　　 

　　　　

（H28.6.3開催）

（Ｈ28.7.14開催） （H28.8.25開催）

（H28.12.21開催）

（Ｈ28.12.9開催）


